
提供年月日：令和５年(2023年) ７月７日 

部 局 名：文化スポーツ部 

所 属 名：文化財保護課 

係 名：建造物第二係 

担 当 者 名：福吉・長谷川 

連絡先(内線)：077-528-4673（4677） 

 

 

重要文化財建造物の保存修理工事の着手について 
重要文化財不動寺本堂（大津市田上森町） 

 

重要文化財不動寺本堂について、保存修理工事に令和５年５月２９日に着手し、６月上旬
から現地での工事が始まっています。 
 

背景 

重要文化財不動寺本堂の屋根は檜皮葺
ひ わ だ ぶ き

で、前回の屋根葺替修理（昭和 43 年）から 55 年が

経過し、屋根全体に腐朽・破損が生じていることから、屋根の葺替修理を行います。 
 

事業の概要 

本事業は、令和３年度から実施しており、令和３年度に耐震診断および耐震補強案の策定、

令和４年度に保存修理工事の内容を検討しました。令和４年度の結果を踏まえ、令和５年度

から保存修理工事と耐震補強工事を進めていきます。 

1. 対象となる建造物の概要 

①  名  称：重要文化財 不動寺本堂 1棟 

②  所 在 地：大津市田上森町 885番地 

③  構造形式：本堂（懸造
かけづくり

、桁
け た

行
ゆ き

三間、梁間
は り ま

三間、一重、背面突出部附属、北庇付） 

          礼堂（懸造、正面六間、側面一間、北東端向拝附属、唐破風造） 

          本堂及び礼堂屋根（寄棟造、総檜皮葺） 

④  建立年代：本堂 室町時代前期（1333年～1392年）、礼堂 明和８年（1771年） 

2. 事業概要  耐震診断・耐震対策、屋根葺替修理 

3. 事業期間  全体（予定）：令和３年６月１日～令和６年２月２８日 

4. 事 業 費  総事業費（予定）：約 144,000,000円（国、県および市の補助事業） 

なお、事業は滋賀県が不動寺から受託して実施しています。 
 

今後の予定 

天候に左右されずに作業を行えるよう、建物全体を覆う仮設の覆い屋（素屋根）を 

建設した後、傷んだ屋根材を解体し、新たな檜皮（檜の樹皮を長さ約 75㎝ほどに揃え 

た材）を約 1ｃｍずつずらしながら重ね、竹
た け

釘
く ぎ

で打ち締める伝統的な技法で葺き替えます。 

併せて、傷んだ木部や建具などの破損箇所の修理と耐震補強工事を行います。 

なお、参詣者ならびに登山者の方々におかれましては、ご不便・ご迷惑をお掛けしますが

ご理解の程宜しくお願い致します。  

資 料 提 供 

（県 政） 



重要文化財不動寺本堂 保存修理事業 概要 

１ 事業の概要 

（１） 事 業 名 ： 重要文化財不動寺本堂保存修理事業 

（２） 所 有 者 ： 宗教法人 不動寺 

（３） 所 在 地 ： 滋賀県大津市田上森町 885番地 

（４） 修理方針 ： 耐震診断・耐震対策、屋根葺替修理 

（５） 事業運営 ： 滋賀県が所有者から全事業を受託して実施します。事業は滋賀県 

一般会計に計上し、設計監理は文化財保護課が行います。 

（６） 事 業 費 ： 総事業費 約 144,000,000円（国、県および市の補助事業） 

（７） 事業期間 ： 令和３年６月１日～令和６年２月 28日（予定） 

２ 建物の概要 

（１） 名   称 ： 重要文化財 不動寺本堂  １棟 

（２） 構 造 形 式 ：本堂（懸造(かけづくり)、桁行(けたゆき)三間、梁間(はりま)三間、

一重、背面突出部附属、北庇付） 

          礼堂（懸造、正面六間、側面一間、北東端向拝附属、唐破風造） 

          本堂及び礼堂屋根（寄棟造、総檜皮葺） 

（３） 建 立 年 代 ： 本堂 室町時代前期（1333年～1392年）、礼堂 明和８年（1771年） 

（４） 指定年月日 ： 大正 13年４月 15日、令和４年９月 20日（追加指定） 

（５） そ の 他 ： 昭和８年解体修理、昭和 43年屋根葺替修理を実施。 

３ 不動寺本堂について 

不動寺は、琵琶湖の南方、太
たな

神山
かみやま

の山頂西側に所在します。貞観元年（859）に天台寺門

宗の宗祖である智証大使円珍が園城寺造営にあたり太神山中に良材を求めた際に、霊木を得

て自ら不動尊像を刻み、巨岩の窟内に安置したのが創始と伝わります。その後、天台宗の山

岳霊場と位置づけられました。寛文年間に不動寺住持の快圓が境内整備を進め、住持亮圓以

降の代にも続けられました。17 世紀後半から 18 世紀にかけては、住持が相次いで阿闍梨位

を受ける等、寺勢の隆盛がうかがわれます。また、江戸後期には太神山不動尊として参詣者

で賑わいました。 

本堂は、室町時代前期の仏堂です。桁行三間、梁間三間に背面突出部を持つ本堂と、その

前面に床をのばして取り付く、明和８年に増築された正面六間、側面一間、向拝付きの礼堂

で構成されます。一連に架けられた屋根は、寄棟造、総檜皮葺です。建物の特徴は、岩窟内

に安置された厨子
ず し

の中にご本尊が祀られ、その岩窟の前方に本堂部分と参詣する空間の礼堂

部分が接続する形で構成された懸造形式で建築されているところです。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修理前 正面（西面）全景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修理前 側面（北西面）全景 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本堂 正側面 北西より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

礼堂 見返し 北東より 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本堂及び礼堂屋根の破損状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本堂縁廻り（南側）の破損状況 

 

 

 

 

 

  

※添付写真のデータ（jpegデータ）が必要な方は下記までご連絡願います。 

担当 文化財保護課 建造物第二係 

TEL：077-528-4673 

E-mail：kenzou-2@pref.shiga.lg.jp 


